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【国際特許分類】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月6日(2016.10.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　骨格となるクッションフレームを有するシートクッションを備え、
　前記クッションフレームは、左右側方に配置されたサイドフレームと、該サイドフレー
ムの前方部分を連結するパンフレームと、該パンフレームの後方に配置された乗員支持部
材と、を備え、
　該パンフレームの左右方向の中央には、着座する乗員の大腿部を支持する大腿支持部が
設けられ、
　該大腿支持部は、前後方向において前記パンフレームの左右両端部よりも後方側に延出
していることを特徴とする車両用シート。
【請求項２】
　前記大腿支持部の左右方向の間には、下方に窪んだ凹部が設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の車両用シート。
【請求項３】
　前記大腿支持部の前方端部には、下方に突出するフランジが設けられていることを特徴
とする請求項１又は２に記載の車両用シート。
【請求項４】
　前記乗員支持部材は、前方から後方に向かって下方に傾斜するように配置されているこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の車両用シート。
【請求項５】
　前記乗員支持部材は、前記サイドフレームを連結するとともに、水平面に対して後傾す
るように配置され、
　前記乗員支持部材の前方端部は、前記パンフレームの後方端部よりも上方に設けられて
いることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一項に記載の車両用シート。
【請求項６】
　前記乗員支持部材は、少なくとも２つの弾性スプリングからなることを特徴とする請求
項１乃至３のいずれか一項に記載の車両用シート。
【請求項７】
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　前記乗員支持部材は、前後方向において前記パンフレーム側に配置された第一乗員支持
部材であって、
　前記クッションフレームは、前記サイドフレームを連結し、前記第一乗員支持部材より
も後方に配置された第二乗員支持部材を備え、
　前記第一乗員支持部材は、前記第二乗員支持部材よりも、乗員の着座時に加わる荷重に
対する上下方向の撓み量が小さいことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一項に記載
の車両用シート。
【請求項８】
　前記第一乗員支持部材及び前記第二乗員支持部材は、前後方向に所定のピッチで湾曲す
る波形状からなり、
　前記第一乗員支持部材の前記ピッチは、前記第二乗員支持部材の前記ピッチよりも大き
いことを特徴とする請求項７に記載の車両用シート。
【請求項９】
　前記第一乗員支持部材及び前記第二乗員支持部材は、弾性スプリングからなり、
　前記第一乗員支持部材及び前記第二乗員支持部材のうち、前記第一乗員支持部材の径が
前記第二乗員支持部材の径よりも大きいことを特徴とする請求項７又は８に記載の車両用
シート。
【請求項１０】
　前記大腿支持部のうち、前記乗員支持部材側に延出する後方端部には、該後方端部から
下方に突出するフランジが設けられていることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一
項に記載の車両用シート。
【請求項１１】
　前記クッションフレームは、前記左右のサイドフレームの後方部分を連結するフレーム
連結部材を備え、
　前記第一乗員支持部材及び前記第二乗員支持部材は、前記フレーム連結部材の上面より
も上方に設けられていることを特徴とする請求項７乃至１０のいずれか一項に記載の車両
用シート。
【請求項１２】
　前記第一乗員支持部材の前方端部及び前記第二乗員支持部材の後方端部は、前記パンフ
レームの後方端部と、前記フレーム連結部材の上面とにより形成される平面よりも上方に
設けられていることを特徴とする請求項１１に記載の車両用シート。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　前記課題は、本発明の車両用シートによれば、骨格となるクッションフレームを有する
シートクッションを備え、前記クッションフレームは、左右側方に配置されたサイドフレ
ームと、該サイドフレームの前方部分を連結するパンフレームと、該パンフレームの後方
に配置された乗員支持部材と、を備え、該パンフレームの左右方向の中央には、着座する
乗員の大腿部を支持する大腿支持部が設けられ、該大腿支持部は、前後方向において前記
パンフレームの左右両端部よりも後方側に延出していること、により解決される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　このように、パンフレームの左右方向の中央には、着座する乗員の大腿部を支持する大
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腿支持部が設けられ、大腿支持部は、前後方向においてパンフレームの左右両端部よりも
後方側に延出しているため、乗員が着座したときに、パンフレームの大腿支持部が乗員の
大腿部を支持すると共に、乗員支持部材が乗員の臀部を支持する構成となり、また大腿支
持部と乗員支持部材との間の前後距離が小さくなる。従って、乗員支持部材に着座荷重の
応力が集中することなく、パンフレームと乗員支持部材に応力分散され、着座感を一層向
上させることができる。
　さらに、前記乗員支持部材は、前記サイドフレームを連結するとともに、水平面に対し
て後傾するように配置され、前記乗員支持部材の前方端部は、前記パンフレームの後方端
部よりも上方に設けられていると好適である。このような構成により、乗員が着座したと
きに、後傾した乗員支持部材の付勢力によって、乗員の臀部に対する高い追従性を備える
と共に、乗員支持部材の上下方向の沈み込み量を考慮して、着座時におけるパンフレーム
と乗員支持部材の上下方向のずれを抑制することができ、着座感を向上させた車両用シー
トを提供することができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　このとき、前記第一乗員支持部材及び前記第二乗員支持部材は、弾性スプリングからな
り、前記第一乗員支持部材及び前記第二乗員支持部材のうち、前記第一乗員支持部材の径
が前記第二乗員支持部材の径よりも大きいと良い。
　このように、第一乗員支持部材の径が大きいため、第一乗員支持部材は、上下方向の撓
み量が最も小さくなる。従って、乗員の臀部による着座荷重が小さく加わるクッションフ
レーム略中央の部分に、撓み量の最も小さい第一乗員支持部材を配置する構成となり、着
座感を一層向上できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明によれば、乗員支持部材は、水平面に対して後傾するように配置され、乗員支持
部材の前方端部は、パンフレームの後方端部よりも上方に設けられているため、乗員が着
座したときに、後傾した乗員支持部材の付勢力によって、乗員の臀部に対する高い追従性
を備えると共に、乗員支持部材の上下方向の沈み込み量を考慮して、着座時におけるパン
フレームと乗員支持部材の上下方向のずれを抑制することができ、着座感を向上させた車
両用シートを提供することができる。
　また、パンフレームの左右方向の中央には、着座する乗員の大腿部を支持する大腿支持
部が設けられ、大腿支持部は、前後方向においてパンフレームの左右両端部よりも乗員支
持部材側に延出しているため、乗員が着座したときに、パンフレームの大腿支持部が乗員
の大腿部を支持すると共に、乗員支持部材が乗員の臀部を支持する構成となり、また大腿
支持部と乗員支持部材との間の前後距離が小さくなる。従って、乗員支持部材に着座荷重
の応力が集中することなく、パンフレームと乗員支持部材に応力分散され、着座感を一層
向上させることができる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１７】
　本発明によれば、第一乗員支持部材は、第二乗員支持部材よりも、乗員の着座時に加わ
る荷重に対する上下方向の撓み量が小さいため、乗員が着座したときに、乗員の臀部によ
る着座荷重が大きく加わるクッションフレーム後方側の部分に、撓み量の大きい第二乗員
支持部材を配置する構成となり、着座する乗員に対する高い追従性を備え、着座感を一層
向上できる。
　本発明によれば、第一乗員支持部材のピッチは、第二乗員支持部材のピッチよりも大き
いため、第一乗員支持部材は、第二乗員支持部材よりも、上下方向の撓み量が小さくなる
。従って、乗員の臀部による着座荷重が小さく加わるクッションフレーム略中央の部分に
、撓み量の小さい第一乗員支持部材を配置する構成となり、着座感を一層向上できる。
　本発明によれば、第一乗員支持部材の径が大きいため、乗員の着座荷重に対する上下方
向の撓み量が最も小さくなる。従って、乗員の臀部による着座荷重が小さく加わるクッシ
ョンフレーム略中央の部分に、撓み量の最も小さい第一乗員支持部材を配置する構成とな
り、着座感を一層向上できる。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明によれば、大腿支持部材の後方端部に、下方に突出するフランジが設けられてい
るため、乗員の着座感を保持しながら、大腿支持部の後方端部の剛性を高めることができ
る。また、フランジが下方に突出するため、上下方向に撓む乗員支持部材との干渉を抑制
できる。
　本発明によれば、乗員が着座したときに、乗員の股間部に与える衝撃を緩和することが
でき、着座感を一層向上させることができる。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　本発明によれば、第一乗員支持部材及び第二乗員支持部材は、連結部材の上面よりも上
方に設けられているため、これら乗員支持部材は、上下方向において着座した乗員の臀部
に近接して配置されることとなり、乗員に対する追従性を一層向上させることができる。
　また、乗員支持部材の上方に設けられたクッションパッドの厚みが薄くなることから、
シートを軽量化、コンパクト化することができる。
　本発明によれば、乗員支持部材は、上下方向において着座した乗員の臀部に近接して配
置され、乗員に対する追従性を向上でき、シートの軽量化、コンパクト化につながる。
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